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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圃場における作業者が携帯している位置情報取得手段が取得した位置情報を受信する受
信手段と、
　前記受信手段が受信した位置情報を蓄積する第１蓄積手段と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子が表す圃場領域を、前記圃場を含む地
図に生成する生成手段と、
　を備え、
　前記生成手段は、前記圃場領域を修正する指示操作情報を通信端末から受信した場合に
前記圃場領域を拡大して前記圃場領域を前記通信端末に表示し、前記通信端末においてな
された修正に基づいて前記圃場領域を修正する
　制御装置。
【請求項２】
　前記圃場にて使用される通信端末に、前記地図に生成された前記圃場領域を識別可能に
表示するよう制御する表示制御手段
　を備える請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記圃場にて使用される通信端末からの指示操作情報に基づいて、前記圃場領域を登録
する設定画面に関する情報、あるいは、前記圃場領域の営農状態を提示する提示画面に関
する情報を、前記通信端末に送信する送信手段
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　をさらに備える請求項１または２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記圃場にて使用される通信端末からの指示操作情報に基づいて、前記圃場領域での営
農履歴を提示する設定画面に関する情報、あるいは、前記圃場における営農作業を提示す
る提示画面に関する情報を前記通信端末に送信する送信手段
　をさらに備える請求項１または２に記載の制御装置。
【請求項５】
　前記位置情報は、前記圃場領域を横断する前記位置情報に含まれる入場位置を表す情報
と、退場位置を表す情報とであり、
　前記生成手段は、前記入場位置と前記退場位置とに基づき、前記圃場領域を生成する、
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記位置情報は、前記圃場を囲む灌水区画または畝を表す情報であり、
　前記生成手段は、前記位置情報に基づき前記圃場領域を生成する、
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項７】
　上空から前記圃場を含む領域が撮影された撮影画像を取得する取得手段
　をさらに備え、
　前記生成手段は、前記地図に、さらに、サイズを合わせた前記撮影画像を重畳する
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項８】
　制御装置によって、圃場における作業者が携帯している位置情報取得手段が取得した位
置情報を受信し、受信した前記位置情報を蓄積手段に蓄積し、前記蓄積手段に蓄積された
前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対応する圃場領域を、前記圃場を含む地図に生成
し、前記圃場領域を修正する指示操作情報を通信端末から受信した場合に前記圃場領域を
拡大して前記圃場領域を前記通信端末に表示し、前記通信端末においてなされた修正に基
づいて前記圃場領域を修正する制御方法。
【請求項９】
　圃場における作業者が携帯する位置情報取得手段が取得した位置情報を受信する受信機
能と、
　前記受信機能により受信した位置情報を蓄積手段に蓄積する蓄積機能と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対応する圃場領域を地図上に生成す
る生成機能と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記生成機能は、前記圃場領域を修正する指示操作情報を通信端末から受信した場合に
前記圃場領域を拡大して前記圃場領域を前記通信端末に表示し、前記通信端末においてな
された修正に基づいて前記圃場領域を修正する
　制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、営農支援システム、営農支援方法、制御装置、通信端末およびそれらの制御
方法と制御プログラム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記技術分野において、特許文献１には、衛星画像を取得し、該衛星画像を解析し、地
図情報と該衛星画像と重ね合わせ、その後、作付け状況を推定し、不動産登記情報データ
ベースに照合して、賃貸契約が「なし」の場合には耕作放棄の可能性を判定する技術が開
示されている。特許文献２には、離間配置された複数の圃場における作業に対して、作業
者、及び、機材を割り振る営農支援システムが開示されている。特許文献３には、農作物
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に関する質等が組み合わされたデータを作成し、作成したデータを解析し、解析した結果
に基づきユーザ等に警告するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０９８９９３号公報
【特許文献２】特開２０１３－２５４３５６号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１４／００８９０４５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術は、衛星画像の解析結果を地図情報に重ね合わ
せて作付け状況を推定する。したがって、該技術によれば、圃場領域に関する判定精度は
、衛星画像の精度に依存する。また、該技術によれば、障害物が衛星画像に写っている場
合には、圃場領域を正確に判定することができなかった。
【０００５】
　本発明の目的の一つは、上述の課題を解決する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る制御装置は、
　圃場における作業者が携帯している位置情報取得手段が取得した位置情報を受信する受
信手段と、
　前記受信手段が受信した位置情報を蓄積する第１蓄積手段と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子が表す圃場領域を、前記圃場を含む地
図に生成する生成手段と、
　を備える。
【０００７】
　本発明に係る制御方法は、
　圃場における作業者が携帯している位置情報取得手段が取得した位置情報を受信し、受
信した前記位置情報を蓄積手段に蓄積し、前記蓄積手段に蓄積された前記位置情報に基づ
いて、圃場識別子に対応する圃場領域を、前記圃場を含む地図に生成する。
【０００８】
　本発明に係る制御プログラムは、
　前記圃場における作業者が携帯する位置情報取得手段が取得した位置情報を受信する受
信機能と、
　前記受信機能により受信した位置情報を蓄積手段に蓄積する蓄積機能と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対応する圃場領域を地図上に生成す
る生成機能と、
　をコンピュータに実行させる。
【０００９】
　本発明に係る通信端末は、
　営農支援アプリケーションを起動する起動手段と、
　前記営農支援アプリケーションにより、圃場における作業者が携帯する位置情報取得手
段により取得され蓄積された位置情報に基づいて、地図上に生成された圃場領域を表示す
る表示手段と、
　を備え、
　前記表示手段は、前記圃場領域の指示により前記圃場領域における営農情報を表示する
。
【００１０】
　本発明に係る通信端末の制御方法は、
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　営農支援アプリケーションを起動し、前記営農支援アプリケーションにより、圃場にお
ける作業者が携帯している位置情報取得手段により取得され蓄積された位置情報に基づい
て、地図上に生成された圃場領域を表示手段に表示するよう制御し、前記表示手段が前記
圃場領域を表示している期間に前記圃場領域を指示された場合に、前記圃場領域における
営農情報を前記表示手段に表示するよう制御する。
【００１１】
　本発明に係る通信端末の制御プログラムは、
　営農支援アプリケーションを起動する起動機能と、
　前記営農支援アプリケーションにより、圃場における作業者が携帯する位置情報取得手
段により取得され蓄積された位置情報に基づいて、地図上に生成された圃場領域を表示手
段に表示する表示機能と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記表示機能において、前記表示手段は、前記圃場領域の指示により前記圃場領域にお
ける営農情報を表示する。
【００１２】
　本発明に係る営農支援システムは、
　圃場において作業者が携帯し、位置情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段が取得した位置情報を蓄積する蓄積手段と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対応する圃場領域を地図上に生成す
る生成手段と、
　前記地図上に生成された圃場領域を、通信端末において識別可能に表示する表示手段と
、
　を備える。
【００１３】
　本発明に係る営農支援方法は、
　圃場において作業者が携帯している位置情報取得手段により、位置情報を取得し、取得
した位置情報を蓄積手段に蓄積し、蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対
応する圃場領域を地図上に生成し、前記地図上に生成された圃場領域を、通信端末におい
て識別可能に表示する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、圃場領域に関して精度の高い判定をすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る営農支援システムの構成および動作の概要を示す図
である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る営農支援システムの動作手順を示すシーケンス図で
ある。
【図４】本発明の第２実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置の機能構成を示すブ
ロック図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る通信端末の機能構成を示すブロック図である。
【図６Ａ】本発明の第２実施形態に係る位置情報データベースの構成を示す図である。
【図６Ｂ】本発明の第２実施形態に係る圃場領域データベースの構成を示す図である。
【図６Ｃ】本発明の第２実施形態に係る圃場登録データベースの構成を示す図である。
【図７Ａ】本発明の第２実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置のハードウェア構
成を示すブロック図である。
【図７Ｂ】本発明の第２実施形態に係る圃場領域生成テーブルの構成を示す図である。
【図７Ｃ】本発明の第２実施形態に係る重畳表示生成テーブルの構成を示す図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置の処理手順を示すフ
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ローチャートである。
【図９Ａ】本発明の第２実施形態に係る圃場領域生成処理の手順を示すフローチャートで
ある。
【図９Ｂ】本発明の第２実施形態に係る圃場登録処理の手順を示すフローチャートである
。
【図１０Ａ】本発明の第２実施形態に係る通信端末のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【図１０Ｂ】本発明の第２実施形態に係る圃場登録テーブルの構成を示す図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る通信端末の処理手順を示すフローチャートである
。
【図１２】本発明の第３実施形態に係る営農支援システムの構成および動作の概要を示す
図である。
【図１３】本発明の第３実施形態に係る圃場領域生成テーブルの構成を示す図である。
【図１４】本発明の第３実施形態に係る圃場領域生成処理の手順を示すフローチャートで
ある。
【図１５】本発明の第４実施形態に係る営農支援システムの構成および動作の概要を示す
図である。
【図１６】本発明の第４実施形態に係る特定圃場領域テーブルの構成を示す図である。
【図１７】本発明の第５実施形態に係る営農支援システムの構成および動作の概要を示す
図である。
【図１８】本発明の第５実施形態に係るサイズ調整テーブルの構成を示す図である。
【図１９】本発明の第５実施形態に係る圃場修正テーブルの構成を示す図である。
【図２０】本発明の第６実施形態に係る営農支援システムの構成および動作の概要を示す
図である。
【図２１】本発明の第６実施形態に係る圃場修正テーブルの構成を示す図である。
【図２２】本発明の第７実施形態に係る営農支援システムによる営農支援の概要を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、図面を参照して、本発明の実施の形態について例示的に詳しく説明する。ただ
し、以下の実施の形態に記載されている構成要素は単なる例示であり、本発明の技術範囲
をそれらのみに限定する趣旨のものではない。また、各ブロック図において、矢印は、あ
る信号（データ、情報）の流れの方向の一例を表しているので、矢印と逆の方向に、ある
信号（データ、情報）が進んでもよい。
【００１７】
　［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態としての制御装置１００について、図１を用いて説明する。制御
装置１００は、営農支援をする装置である。
【００１８】
　図１に示すように、制御装置１００は、受信部１０１と、第１蓄積部１０２と、生成部
１０３と、を含む。受信部１０１は、圃場における作業者が携帯する位置情報取得部１１
０が取得した位置情報を受信する。第１蓄積部１０２は、受信部１０１が受信した位置情
報を蓄積する。生成部１０３は、蓄積された位置情報に基づいて、地図画像１３３に重畳
するよう圃場識別子１３２が表す圃場領域１３１を生成する。
【００１９】
　本実施形態によれば、圃場における作業者が携帯する位置情報取得部が取得した位置情
報に基づいて圃場領域を生成するので、精度の高い圃場領域の判定をすることができる。
【００２０】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置を有する営農支援シ
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ステムについて説明する。本実施形態に係る営農支援システムにおいては、圃場における
作業者が携帯する位置情報取得部２１０（図２、後述する）が取得した位置情報に基づい
て、圃場識別子が表す圃場領域を地図上に生成して、圃場において作業者が営農支援に使
用する通信端末に圃場領域を識別可能に表示する。そして、作業者による圃場領域を主キ
ー（Primary Key）とした営農支援への登録の指示操作情報に基づいて、圃場領域を登録
する場合に用いる設定画面に関する情報が通信端末に提示される。そのため、圃場におけ
る作業者の登録処理が間違いなく円滑に実現される。
【００２１】
　《営農支援システム》
　図２および図３を参照して、本実施形態の営農支援システム２００の構成および動作を
説明する。
【００２２】
　（概要）
　図２は、本実施形態に係る営農支援システム２００の構成および動作の概要を示す図で
ある。
【００２３】
　営農支援システム２００は、位置情報取得部２１０と、制御装置としての圃場管理装置
２２０と、通信端末２３０と、圃場情報データベース２４０と、地図情報データベース２
５０と、を備える。圃場情報データベース２４０と、地図情報データベース２５０と、は
圃場管理装置２２０に含まれていてもよい。
【００２４】
　位置情報取得部２１０は、圃場において作業者が携帯する様々な機器に搭載された、例
えばＧＰＳ（ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能であってよい
。位置情報取得部２１０は、図２のように、スマートフォンやタブレット、あるいは、ウ
ェアラブル機器、あるいは、営農機械等に搭載される。なお、位置情報取得部２１０は、
位置情報を取得して発信する機能を有する単純な機器であってもよい。圃場管理装置２２
０は、圃場に関して圃場情報データベース２４０に蓄積された情報、および、地図情報デ
ータベース２５０に保持された地図情報を用いて、位置情報取得部２１０から位置情報を
取得して、取得した位置情報に基づき圃場領域を生成する。圃場管理装置２２０は、生成
した圃場領域が地図に重畳された画像情報を作成し、作成した画像情報を作業者の通信端
末２３０に表示する。さらに、圃場管理装置２２０は、通信端末２３０に表示された圃場
領域が指示されることによって、当該圃場領域に関する営農支援を要請する。本実施形態
において、圃場管理装置２２０は、圃場に関する営農支援アプリケーションに登録する処
理に応答して、作業者が簡単な操作で圃場を登録できる圃場登録画面２３３を提供する。
【００２５】
　通信端末２３０は、圃場の作業者が使用する、例えば、スマートフォンやタブレット、
あるいは、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）である。通信端末２３０は、圃
場管理装置２２０が提供する営農支援アプリケーションに接続すると、圃場管理装置２２
０が位置情報に基づき生成した圃場領域が、地図上に重畳されて表示される。圃場の作業
者が表示画面に含まれている、作業者自身の圃場領域２３１と登録処理メニュー２３２と
が指示されるのに応じて、圃場管理装置２２０は、圃場領域２３１を登録する場合に用い
る圃場登録画面２３３を表示する。圃場登録画面２３３には、基本的な圃場領域２３１に
関する情報が表示される。作業者は、当該情報が正しいかを判断し、判断した結果に基づ
き、修正ボタン２３４を押すことによって修正入力を開始するか、確定画面にて登録ボタ
ン２３５を押すことによって圃場領域２３１に関する登録を完了するかを判断する。圃場
領域２３１に関する情報としては、例えば、所有者情報、作付け情報、営農情報、収穫情
報やその履歴などが含まれる。
【００２６】
　（動作シーケンス）
　図３は、本実施形態に係る営農支援システム２００の動作手順を示すシーケンス図であ
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る。
【００２７】
　位置情報取得部２１０と圃場管理装置２２０との間では、ステップＳ３０１にて、位置
情報収集アプリケーションが起動される。なお、通信端末２３０が位置情報の収集に関与
する（または、中継する）場合には、位置情報収集アプリケーションに通信端末２３０が
追加される。位置情報取得部２１０は、ステップＳ３０３にて、位置情報を取得し、取得
した位置情報を圃場管理装置２２０に送信する。必要であれば、通信端末２３０は、ステ
ップＳ３０４にて、位置情報を、圃場管理装置２２０に送信する処理を中継する。圃場管
理装置２２０は、ステップＳ３０５にて、収集した位置情報を蓄積する。
【００２８】
　圃場管理装置２２０は、ステップＳ３１１にて、収集した位置情報に基づいて圃場領域
を生成する。圃場管理装置２２０は、ステップＳ３１３にて、圃場情報データベース２４
０から圃場情報を取得して、生成された圃場領域の圃場ＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を
、該圃場情報に基づき付与する。そして、圃場管理装置２２０は、ステップＳ３１５にて
、地図情報データベース２５０から取得した地図に圃場領域を重ね合わせることによって
、当該圃場領域が識別可能である地図画像を生成する。
【００２９】
　一方、通信端末２３０と圃場管理装置２２０との間においては、ステップＳ３２１にて
、圃場管理アプリケーションが起動される。圃場管理装置２２０は、ステップＳ３２３に
て、ステップＳ３１５に示された処理に従い生成された圃場領域をマッピングした地図画
像を、圃場管理アプリケーションに関する立ち上げ画面として、通信端末２３０に送信す
る。通信端末２３０は、ステップＳ３２５にて、受信したマッピングした地図画像を表示
する。
【００３０】
　通信端末２３０は、ステップＳ３２７にて、作業者が選択した圃場領域と、当該圃場領
域に関する登録処理との指示に応じて、圃場管理装置２２０に圃場登録画面を要求する。
圃場管理装置２２０は、ステップＳ３２９にて、通信端末２３０が圃場登録画面を要求す
るのに応じて、圃場情報データベース２４０から圃場情報を取得する。圃場管理装置２２
０は、作業者が選択した圃場領域に関して収集された圃場情報を含む圃場登録画面を生成
し、生成した圃場登録画面を通信端末２３０に送信する。
【００３１】
　ステップＳ３３１にて、通信端末２３０は、作業者が圃場登録画面にて行った所望の操
作に応じて、圃場領域に関する圃場登録処理を圃場管理装置２２０に対して指示する。圃
場管理装置２２０は、ステップＳ３３３にて、作業者の圃場領域に関する圃場登録処理を
実行する。
【００３２】
　《圃場管理装置の機能構成》
　図４は、本実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置２２０の機能構成を示すブロ
ック図である。
【００３３】
　圃場管理装置２２０は、通信制御部４０１と、位置情報受信部４０２と、位置情報デー
タベース４０３と、圃場領域生成部４０４と、圃場情報取得部４０５と、圃場識別子付与
部４０６と、圃場領域データベース４０７と、を備える。また、圃場管理装置２２０は、
地図情報取得部４０８と、マッピング画像生成部４０９と、マッピング画像提供部４１０
と、を備える。さらに、圃場管理装置２２０は、圃場登録処理部４１１と、圃場登録処理
部４１１に含まれる圃場登録画面生成部４１２と、圃場登録データベース４１３と、を備
える。
【００３４】
　通信制御部４０１は、位置情報取得部２１０および通信端末２３０との通信を制御する
。また、圃場情報データベース２４０や地図情報データベース２５０が独立した情報提供
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のプロバイダなどであれば、通信制御部４０１は、それらとの通信を制御する。
【００３５】
　位置情報受信部４０２は、位置情報取得部２１０から送信される位置情報を、通信制御
部４０１を介して受信する。位置情報データベース４０３は、位置情報受信部４０２から
の位置情報を、必要であれば位置情報取得部２１０の識別子に関連付けて登録する。圃場
領域生成部４０４は、位置情報データベース４０３に蓄積された位置情報から圃場領域を
生成する。
【００３６】
　圃場情報取得部４０５は、圃場情報データベース２４０から圃場情報、本例であれば圃
場を識別する識別子を、通信制御部４０１を介して取得する。圃場識別子付与部４０６は
、圃場領域生成部４０４が生成した圃場領域に圃場識別子（以下、圃場ＩＤ）を付与する
。圃場領域データベース４０７は、圃場ＩＤによって検索可能に圃場領域を格納する。か
かる圃場領域データベース４０７を参照すれば、逆に、圃場領域から圃場ＩＤを検索する
ことが可能であり、さらに、以降の圃場領域の指示から圃場情報を取得することも可能で
ある。
【００３７】
　地図情報取得部４０８は、地図情報データベース２５０から注目する圃場領域を含む地
図情報を取得する。マッピング画像生成部４０９は、圃場領域データベース４０７に蓄積
された圃場領域を地図上にマッピングして、マッピング画像を生成する。マッピング画像
提供部４１０は、マッピング画像生成部４０９が生成したマッピング画像を、圃場管理ア
プリケーションを起動した通信端末２３０に提供する。
【００３８】
　圃場登録処理部４１１は、通信端末２３０が圃場管理アプリケーションを起動してマッ
ピング画像が表示された状態にて、対象とする圃場領域と登録処理とが指示された場合に
、指示された圃場領域の圃場ＩＤに基づき、圃場登録画面生成部４１２により圃場情報デ
ータベース２４０の圃場情報を参照した圃場登録画面を生成する。圃場登録処理部４１１
は、生成した圃場登録画面を通信端末２３０に提供する。そして、圃場登録処理部４１１
は、通信端末２３０から受け取った圃場登録情報を取得する。圃場登録データベース４１
３は、圃場の作業者が通信端末２３０から登録指示した圃場情報を検索可能に登録する。
以降の圃場管理アプリケーションによる営農支援処理においては、この圃場登録情報が利
用される。
【００３９】
　《通信端末の機能構成》
　図５は、本実施形態に係る通信端末２３０の機能構成を示すブロック図である。
【００４０】
　通信端末２３０は、通信制御部５０１と、アプリケーション取得部５０２と、アプリケ
ーションデータベース５０３と、アプリケーション実行部５０４と、表示部５０５と、操
作部５０６と、を備える。
【００４１】
　通信制御部５０１は、制御装置としての圃場管理装置２２０と通信端末２３０との間の
通信を制御する。アプリケーション取得部５０２は、通信端末２３０が実行するアプリケ
ーションをサーバ（本例では、圃場管理装置２２０）から通信制御部５０１を介して取得
する。アプリケーションデータベース５０３は、通信端末２３０が実行する圃場管理アプ
リケーションを含むアプリケーションを格納する。アプリケーション実行部５０４は、ア
プリケーションデータベース５０３に格納されているアプリケーションを実行する。表示
部５０５は、通信端末２３０から受け取った通知情報を表示する。操作部５０６は、通信
端末２３０に対する操作指示を受け付ける。
【００４２】
　以下、本例の圃場管理アプリケーションを実行した場合の、アプリケーション実行部５
０４の機能構成を示す。アプリケーション実行部５０４は、マッピング画像取得部５４１
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と、表示制御部５４２と、メニュー選択部５４３と、圃場登録画面取得部５４４と、圃場
登録画面表示制御部５４５と、圃場登録指示部５４６と、を有する。
【００４３】
　マッピング画像取得部５４１は、圃場管理アプリケーションの起動時に、地図に圃場領
域を重畳したマッピング画像を圃場管理装置２２０から取得する。表示制御部５４２は、
マッピング画像取得部５４１が取得したマッピング画像、および、メニュー画像を表示部
５０５に表示する処理を制御する。メニュー選択部５４３は、操作部５０６により選択さ
れたメニューの実行を指示する。本実施形態においては、圃場登録処理を実行するとする
。圃場登録画面取得部５４４は、メニュー選択部５４３の指示に従い、圃場管理装置２２
０に対して圃場登録画面を要求し、要求した当該圃場登録画面を、圃場管理装置２２０か
ら取得する。圃場登録画面表示制御部５４５は、取得された圃場登録画面を表示部５０５
に表示するよう制御する。圃場登録指示部５４６は、操作部５０６に入力された操作に従
って、圃場登録画面を介して圃場を登録する。
【００４４】
　（位置情報データベース）
　図６Ａは、本実施形態に係る位置情報データベース４０３の構成を示す図である。位置
情報データベース４０３は、位置情報取得部２１０が取得した位置情報であって、圃場管
理装置２２０が収集した位置情報を蓄積することができる。位置情報データベース４０３
に蓄積された位置情報は、圃場領域を生成する基として使用される。
【００４５】
　位置情報データベース４０３は、位置取得機器ＩＤ６１１に関連付けて、位置情報の取
得日時６１２と、位置情報６１３とを記憶する。通信端末２３０が中継処理した場合には
、位置情報データベース４０３は、位置取得機器ＩＤ６１１に関連付けて、通信端末６１
４を記憶する。
【００４６】
　（圃場領域データベース）
　図６Ｂは、本実施形態に係る圃場領域データベース４０７の構成を示す図である。圃場
領域データベース４０７は、収集した位置情報に基づき生成された圃場領域に関する圃場
領域情報６２１を圃場ＩＤ６２２に関連付けて登録する。圃場領域データベース４０７は
、さらに、圃場領域情報６２１が表す圃場領域を地図に重畳した画像を生成する。圃場領
域データベース４０７によって生成された画像は、通信端末２３０から受け取った、圃場
領域に関する指示に基づいて、圃場情報を取得する処理にて使用される。
【００４７】
　圃場領域データベース４０７は、生成された圃場領域情報６２１と、圃場ＩＤ６２２と
を関連付けて格納する。生成された圃場領域情報６２１は、例えば、圃場領域の輪郭線情
報、圃場領域の中心情報、他の圃場領域との接続情報、などを含む。
【００４８】
　（圃場登録データベース）
　図６Ｃは、本実施形態に係る圃場登録データベース４１３の構成を示す図である。圃場
登録データベース４１３は、通信端末２３０から圃場登録に関する指示を受けた場合に、
通信端末２３０を使用する作業者の圃場に関する登録情報を格納する。
【００４９】
　圃場登録データベース４１３は、登録された圃場ＩＤ６３１に関連付けて、圃場の登録
日６３２と、所有者情報６３３と、作付け情報６３４と、営農情報６３５と、収穫情報６
３６と、圃場管理装置２２０において予測された圃場の営農予測情報６３７と、を記憶す
る。なお、作付け情報６３４と、営農情報６３５と、収穫情報６３６とには、現在の情報
と過去の履歴情報とが含まれる。
【００５０】
　《圃場管理装置のハードウェア構成》
　図７Ａは、本実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置２２０のハードウェア構成
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を示すブロック図である。
【００５１】
　図７Ａにおいて、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）７１０
は、演算制御するプロセッサであり、プログラムを実行することで図４の機能構成部を実
現する。ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）７２０は、初期データおよびプロ
グラムなどの固定データおよびプログラムを記憶している。通信制御部４０１は、通信ネ
ットワークを介して、位置情報取得部２１０や通信端末２３０との通信を制御する。
【００５２】
　ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）７４０は、ＣＰＵ７１０が一時
記憶のワークエリアとして使可能なランダムアクセスメモリである。ＲＡＭ７４０には、
本実施形態の実現に必要なデータを記憶する領域が確保されている。位置情報７４１は、
位置情報取得部２１０から受信した情報である。圃場領域情報７４２は、位置情報から生
成された圃場領域を示す情報である。圃場情報７４３は、圃場情報データベース２４０か
ら取得した情報である。地図情報７４４は、地図情報データベース２５０から取得した情
報である。メニュー画像を含むマッピング画像７４５は、生成された圃場領域が地図にマ
ッピングされた画像である。圃場登録画面７４６は、通信端末２３０から圃場登録要求を
受け取るのに応じて生成された画面情報である。送受信データ７４７は、通信制御部４０
１を介して通信されるデータである。
【００５３】
　ストレージ７５０は、データベースや各種のパラメータ、あるいは本実施形態の実現に
必要な以下のデータまたはプログラムが記憶されている。位置情報データベース４０３は
、図６Ａに示されるように収集された位置情報を格納するデータベースである。圃場領域
データベース４０７は、図６Ｂのように位置情報から生成された圃場領域を格納するデー
タベースである。圃場登録データベース４１３は、図６Ｃのように通信端末２３０の登録
指示により登録された圃場情報を格納するデータベースである。
【００５４】
　ストレージ７５０には、以下のプログラムが格納される。圃場管理装置の制御プログラ
ム７５１は、圃場管理装置２２０の全体を制御するプログラムである。位置情報収集モジ
ュール７５２は、位置情報取得部２１０からの位置情報を収集するモジュールである。圃
場領域生成モジュール７５３は、収集された位置情報から圃場領域を生成するモジュール
である。マッピング画像生成モジュール７５４は、地図に圃場領域をマッピングした画像
を生成するモジュールである。圃場登録処理モジュール７５５は、本実施形態に示す通信
端末２３０からの圃場登録を処理するモジュールである。
【００５５】
　なお、図７ＡのＲＡＭ７４０やストレージ７５０には、圃場管理装置２２０が有する汎
用の機能や他の実現可能な機能に関連するプログラムやデータは図示されていない。
【００５６】
　（圃場領域生成テーブル）
　図７Ｂは、本実施形態に係る圃場領域生成テーブル７６０の構成を示す図である。圃場
領域生成テーブル７６０は、圃場管理装置２２０が収集した位置情報から圃場領域を生成
する場合に使用されるＲＡＭ７４０に一時生成されるテーブルである。
【００５７】
　圃場領域生成テーブル７６０には、収集された位置情報７６１およびその履歴情報７６
２に基づいて生成された特徴抽出情報７６３と、圃場領域情報７６４と、圃場ＩＤ７６５
とが格納される。特徴抽出情報７６３には、収集された位置情報７６１およびその履歴情
報７６２に基づいて抽出された圃場に関連する特徴である情報（例えば、輪郭、畝、灌水
、施設工事、営農作業などに関連する位置情報の集合から抽出された情報）が記憶される
。また、圃場領域情報７６４は、圃場領域の中心位置情報と輪郭情報とを含む。なお、圃
場領域を生成する場合に用いる特徴抽出情報７６３は、図７Ｂに限定されない。また、圃
場領域を表わす圃場領域情報７６４を表わす情報も図７Ｂに限定されない。
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【００５８】
　（重畳表示生成テーブル）
　図７Ｃは、本実施形態に係る重畳表示生成テーブル７７０の構成を示す図である。重畳
表示生成テーブル７７０は、生成された圃場領域を地図にマッピングする処理において使
用されるＲＡＭ７４０に一時生成されるテーブルである。
【００５９】
　重畳表示生成テーブル７７０は、地図画像７７１と、生成された地図における、ある圃
場領域画像７７２と、それを重畳した重畳画像７７３と、を記憶する。地図画像７７１と
各圃場領域画像７７２にはサイズを示す情報が含まれ、そのサイズを合わせるように重畳
画像７７３が生成される。
【００６０】
　《圃場管理装置の処理手順》
　図８は、本実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置２２０の処理手順を示すフロ
ーチャートである。このフローチャートは、図７ＡのＣＰＵ７１０がＲＡＭ７４０を使用
して実行し、図４の機能構成部を実現する。
【００６１】
　圃場管理装置２２０は、ステップＳ８０１において、位置情報取得部２１０から位置情
報を収集する。圃場管理装置２２０は、ステップＳ８０３において、収集された位置情報
に基づいて圃場領域を生成する圃場領域生成処理を実行する。
【００６２】
　圃場管理装置２２０は、ステップＳ８０５において、地図情報データベース２５０から
地図情報を取得する。圃場管理装置２２０は、ステップＳ８０７において、生成された圃
場領域を地図に重畳する。
【００６３】
　圃場管理装置２２０は、ステップＳ８０９において、通信端末２３０における圃場管理
アプリケーションの起動があったか否かを判定する。圃場管理アプリケーションの起動が
あった場合には、本実施形態において、圃場管理装置２２０は、ステップＳ８１１におい
て、圃場登録処理を実行する。
【００６４】
　（圃場領域生成処理）
　図９Ａは、本実施形態に係る圃場領域生成処理（図８におけるステップＳ８０３）の手
順を示すフローチャートである。
【００６５】
　圃場管理装置２２０は、ステップＳ９１１において、位置情報データベース４０３から
収集した位置情報を取得する。また、必要であれば、圃場管理装置２２０は、ステップＳ
９１３において、位置情報データベース４０３から履歴情報を取得する。そして、圃場管
理装置２２０は、ステップＳ９１５において、位置情報あるいは履歴情報に基づき、圃場
の特徴を抽出する。圃場管理装置２２０は、ステップＳ９１７において、該圃場の特徴に
基づき圃場領域を生成する。
【００６６】
　（圃場登録処理）
　図９Ｂは、本実施形態に係る圃場登録処理（図８におけるステップＳ８１１）の手順を
示すフローチャートである。
【００６７】
　圃場管理装置２２０は、ステップＳ９２１において、地図上の圃場領域がマッピングさ
れたマッピング画像を、本例においてはメニュー画像と共に、通信端末２３０に提供する
。そして、圃場管理装置２２０は、ステップＳ９２３において、通信端末２３０から圃場
登録要求を受けたか否かを判定する。圃場登録要求を受けた場合、圃場管理装置２２０は
、ステップＳ９２５において、通信端末２３０にて選択された圃場領域を表す圃場ＩＤを
圃場領域データベース４０７から取得する。
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【００６８】
　圃場管理装置２２０は、ステップＳ９２７において、圃場ＩＤに関連付けされた圃場情
報を、例えば圃場情報データベース２４０から取得する。なお、圃場情報は、圃場管理装
置２２０が収集してもよい。圃場管理装置２２０は、ステップＳ９２９において、取得し
た圃場情報を用いて圃場登録画面を生成し、生成した圃場登録画面を通信端末２３０に提
供する。そして、圃場管理装置２２０は、ステップＳ９３１において、通信端末２３０か
らの圃場登録に関する指示を待つ。圃場登録に関する指示がある場合に、圃場管理装置２
２０は、ステップＳ９３３において、圃場登録データベース４１３に対する圃場登録処理
を実行する。
【００６９】
　《通信端末のハードウェア構成》
　図１０Ａは、本実施形態に係る通信端末２３０のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【００７０】
　図１０Ａにおいて、ＣＰＵ１０１０は、演算制御を実行するプロセッサであり、プログ
ラムを実行することによって、図５に示された機能構成部を実現する。ＲＯＭ１０２０に
おいては、初期データおよびプログラムなどの固定データおよびプログラムが格納されて
いる。通信制御部５０１は、通信ネットワークを介して、圃場管理装置２２０との通信を
制御する。
【００７１】
　ＲＡＭ１０４０は、ＣＰＵ１０１０が一時記憶のワークエリアとして使用するランダム
アクセスメモリである。ＲＡＭ１０４０には、本実施形態の実現に必要なデータを記憶可
能な領域が確保されている。アプリケーション１０４１は、ダウンロードされたプログラ
ムである。メニュー画像を含むマッピング画像１０４２は、圃場管理アプリケーションを
立ち上げた場合に圃場管理装置２２０から送信された画像であり、圃場領域が地図にマッ
ピングされた画像である。圃場登録画面情報１０４３は、圃場登録時に圃場管理装置２２
０から受信した画面情報である。圃場登録情報１０４４は、通信端末２３０から圃場管理
装置２２０に登録する圃場情報である。送受信データ１０４５は、通信制御部５０１を介
して通信されるデータである。入出力データ１０４６は、入出力インタフェース１０６０
を介して周辺機器と入出力されるデータである。
【００７２】
　ストレージ１０５０には、データベースや各種のパラメータ、あるいは本実施形態の実
現に必要な以下のデータまたはプログラムが記憶されている。アプリケーションデータベ
ース５０３は、通信端末２３０にて実行されるアプリケーションが格納されているデータ
ベースである。ストレージ１０５０には、以下のプログラムが格納される。通信端末制御
プログラム１０５１は、通信端末２３０の全体を制御するプログラムである。アプリケー
ションプログラム１０５２は、現在実行中のアプリケーションであり、本実施形態におい
ては、圃場管理アプリケーションである。
【００７３】
　圃場管理アプリケーションであるアプリケーションプログラム１０５２には、受信した
マッピング画像を表示するマッピング画像の表示モジュール１０５３と、受信した圃場登
録画面を表示する圃場登録画面の表示モジュール１０５４と、圃場の登録を指示する圃場
登録指示モジュール１０５５と、が含まれる。
【００７４】
　入出力インタフェース１０６０は、周辺機器との入出力をインタフェースする。入出力
インタフェース１０６０には、表示部５０５と、操作部５０６との他、例えば、ＧＰＳ位
置取得部１０６１などが接続される。
【００７５】
　なお、図１０ＡのＲＡＭ１０４０やストレージ１０５０には、通信端末２３０が有する
汎用の機能や他の実現可能な機能に関連するプログラムやデータは図示されていない。
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【００７６】
　（圃場登録テーブル）
　図１０Ｂは、本実施形態に係る圃場登録テーブル１０７０の構成を示す図である。圃場
登録テーブル１０７０は、通信端末２３０が圃場を登録する時に、圃場情報を送信する処
理において使用される。
【００７７】
　圃場登録テーブル１０７０は、圃場ＩＤ１０７１に関連付けて、登録日１０７２と、所
有者情報１０７３と、作付け情報１０７４と、営農情報１０７５と、収穫情報１０７６な
どが格納される。この情報は、圃場管理装置２２０に送信され、その後、圃場管理装置２
２０における圃場登録データベース４１３に格納される。
【００７８】
　《通信端末の処理手順》
　図１１は、本実施形態に係る通信端末２３０の処理手順を示すフローチャートである。
このフローチャートは、図１０ＡのＣＰＵ１０１０がＲＡＭ１０４０を使用して実行し、
図５の機能構成部を実現する。
【００７９】
　通信端末２３０は、ステップＳ１１０１において、アプリケーションの起動を待つ。本
実施形態においては、圃場管理アプリケーションの起動があると、通信端末２３０は、ス
テップＳ１１０３において、圃場管理装置２２０からメニュー画像を含むマッピング画面
を取得し、取得した該マッピング画像を表示部５０５に表示する。次に、通信端末２３０
は、ステップＳ１１０５において、表示画面にて対象とする圃場領域と圃場登録処理との
指示があるか否かを判定する。圃場領域と圃場登録処理との指示がある場合に、通信端末
２３０は、ステップＳ１１０７において、圃場管理装置２２０から提供された圃場登録画
面を取得し、取得した圃場登録番号を表示する。
【００８０】
　通信端末２３０は、ステップＳ１１０９において、圃場の作業者からの圃場登録情報へ
の修正指示があるか否かを判定する。修正指示がある場合に、通信端末２３０は、ステッ
プＳ１１１１において、修正内容を表す入力を受け取る。次に、通信端末２３０は、ステ
ップＳ１１１３において、圃場の作業者による圃場登録に関する指示を待つ。圃場の作業
者による圃場登録に関する指示があれば、通信端末２３０は、ステップＳ１１１５におい
て、圃場管理装置２２０に対して圃場登録要求を実行する。
【００８１】
　本実施形態によれば、圃場における作業者が携帯する位置情報取得部が取得した位置情
報に基づいて精度の高い圃場領域を生成し、生成した圃場領域と地図とが重畳された画像
を通信端末にて表示し、さらに、当該画像を営農支援登録処理におけるキーとして使用す
る。このため、本実施形態によれば、簡単な操作により営農支援への登録処理をすること
ができる。
【００８２】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置を有する営農支援シ
ステムについて説明する。本実施形態に係る営農支援システムは、第２実施形態と比べ、
圃場における作業者が携帯している位置情報取得部によって取得された、あらかじめ決め
られた位置情報に基づいて、圃場識別子が表す圃場領域を地図に生成する点で異なる。そ
の他の構成および動作は、第２実施形態と同様であるため、同じ構成および動作について
は同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。ここで、あらかじめ決められた位置情報
は、圃場領域を横断する入場位置と退場位置とであったり、圃場領域を囲む情報である灌
水区画または畝であったりする。
【００８３】
　《営農支援システムの概要》
　図１２は、本実施形態に係る営農支援システム１２００の構成および動作の概要を示す
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図である。なお、図１２において、図２と同様の構成要素には同じ参照番号を付して、説
明を省略する。
【００８４】
　図１２において、位置情報取得部１２１０は、図２のような制限されないものではなく
、あらかじめ決められた制限を有するものである。該制限は、例えば、圃場の畝を作業者
が歩きながら位置情報を圃場管理装置１２２０に送信する場合、あるいは、作業者が灌水
パイプに沿って歩きながら位置情報を圃場管理装置１２２０に送信する場合、あるいは、
作業者が圃場を横断するように歩いて圃場に入場する地点と、圃場から退場する地点とを
圃場管理装置１２２０に送信する場合などが含まれる。なお、圃場が広大な場合は、作業
者が歩く代わりに作業車をよって移動してもよい。
【００８５】
　圃場管理装置１２２０は、これらの内容があらかじめ決められた位置情報に基づいて、
圃場領域を生成する。このようにすれば、少ない位置情報から圃場領域を迅速に生成でき
る。以降の処理は、図２と同様であるので重複する説明を省略する。
【００８６】
　（圃場領域生成テーブル）
　図１３は、本実施形態に係る圃場領域生成テーブル１３６０の構成を示す図である。圃
場領域生成テーブル１３６０は、あらかじめ決められた位置情報の取得条件に対応して、
圃場領域を生成する場合に使用される。
【００８７】
　圃場領域生成テーブル１３６０は、取得する位置情報１３６２と、位置情報１３６２か
ら得られる取得情報１３６３と、取得情報１３６３から生成された圃場領域情報１３６４
と、その圃場領域情報１３６４に関連付けされた圃場ＩＤ１３６５とを、位置情報取得条
件１３６１に関連付けて記憶する。
【００８８】
　例えば、位置情報取得条件１３６１が「畝」である場合に、位置情報１３６２は、畝に
関連する位置情報である。また、取得情報１３６３は、それぞれの畝に関する領域情報で
ある。圃場領域情報１３６４は、畝に関する領域情報を合成することによって得られる圃
場領域の情報である。
【００８９】
　また、位置情報取得条件１３６１が「灌水パイプ」である場合に、位置情報１３６２は
、灌水パイプに関する位置情報である。取得情報１３６３は、それぞれの灌水領域情報で
ある。圃場領域情報１３６４は、灌水領域情報を合成することによって得られる圃場領域
に関する情報である。
【００９０】
　また、位置情報取得条件１３６１が圃場領域の形状や倍率などの補助情報を含む「入場
点および退場点」である場合には、位置情報１３６２は、圃場領域に入場する地点を表す
位置情報と、圃場領域からの退場する地点を表す位置情報である。取得情報１３６３は、
入場点に関する位置情報と、退場点に関する位置情報とに基づき生成された所定形状を有
する領域情報である。圃場領域情報１３６４は、所定形状を有する領域情報そのものであ
る。例えば、位置情報取得条件１３６１が「入場点および退場点」である場合には、圃場
と入場点および退場点との関係をあらかじめ決めておいて圃場領域を算出する、あるいは
、圃場の形状をあらかじめ決めておいて、入場点および退場点に基づいて配置する当該形
状を圃場として設定してもよい。
【００９１】
　（圃場領域生成処理）
　図１４は、本実施形態に係る圃場領域生成処理（ステップＳ８０３）の手順を示すフロ
ーチャートである。
【００９２】
　圃場管理装置１２２０は、ステップＳ１４０１において、位置情報に関する取得条件を



(15) JP 6973375 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

設定する。取得条件は、例えば、「畝」、「灌水パイプ」、または、「圃場の入退場」な
どである。圃場管理装置１２２０は、ステップＳ１４０３において、取得条件に応じた位
置情報を位置情報取得部１２１０から取得する。圃場管理装置１２２０は、ステップＳ１
４０５において、取得条件に応じたプロトコルに従い領域情報を生成する。そして、圃場
管理装置１２２０は、ステップＳ１４０７において、領域情報に基づき、最終的な圃場領
域を生成する。
【００９３】
　本実施形態によれば、あらかじめ決められた位置情報に基づいて圃場識別子が表す圃場
領域が地図に重畳された画像を生成するので、圃場領域を簡単に生成することができる。
【００９４】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置を有する営農支援シ
ステムについて説明する。本実施形態に係る営農支援システムは、第２実施形態および第
３実施形態と比べると、圃場における作業者が携帯している位置情報取得部によって取得
された位置情報に基づき生成された圃場領域の内、通信端末において特定の圃場領域を識
別可能に表示することにより作業者の営農支援登録を促す点に関して異なる。その他の構
成および動作は、第２実施形態または第３実施形態と同様であるため、同じ構成および動
作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【００９５】
　《営農支援システムの概要》
　図１５は、本実施形態に係る営農支援システム１５００の構成および動作の概要を示す
図である。なお、図１５において、図２や図１２と同様の構成要素には同じ参照番号を付
して、重複する説明を省略する。
【００９６】
　図１５において、圃場管理装置１５２０は、第２実施形態や第３実施形態に示された方
法に従い圃場領域を生成し、該圃場領域が地図に重畳された画像を作成する。圃場管理装
置１５２０は、圃場情報データベース２４０や圃場登録データベース４１３から取得した
情報に基づいて、所定の圃場領域を識別可能に表示する。
【００９７】
　例えば、図１５の下左図においては、通信端末２３０には、圃場管理装置１５２０に登
録された（すなわち、管理下にある）圃場領域１５３１（網掛で示す圃場領域）と、何ら
かの緊急事態が発生した圃場領域１５３２（太枠で示す）とが識別可能に表示されている
。一方、図１５の下右図においては、圃場管理装置１５２０に通信接続した通信端末２３
０を有する作業者に関する圃場領域１５３３が識別可能に表示されている。このような表
示により、圃場の作業者に圃場登録処理を促すことができる。
【００９８】
　（特定圃場領域テーブル）
　図１６は、本実施形態に係る特定圃場領域テーブル１６００の構成を示す図である。特
定圃場領域テーブル１６００は、圃場領域を特定し、特定した圃場領域を識別可能に圃場
の作業者に提示する処理にて使用される。図１６において、図６Ｂと同様の構成要素には
同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
【００９９】
　特定圃場領域テーブル１６００には、特定される圃場状況１６２３を、圃場領域情報６
２１と圃場ＩＤ６２２とに関連付けて格納される。特定される圃場状況１６２３としては
、圃場管理装置１５２０の管理下であるか（すなわち、作業者の通信端末からの登録済み
であるか）を表す情報、圃場領域における異常発生（アラート）があることを表す情報、
あるいは、圃場管理装置１５２０へアクセスした作業者の圃場領域であることを表す情報
、などを含む。圃場管理装置１５２０は、これらの圃場状況１６２３を識別画像に圃場の
作業者の通信端末に表示する。なお、圃場管理装置１５２０は、圃場状況１６２３を、そ
れぞれ個別に識別可能に表示しても、それらを組み合わせて識別可能に表示してもよい。
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【０１００】
　本実施形態によれば、圃場における作業者が使用する通信端末において特定の圃場領域
（例えば、営農支援中の圃場領域や作業者の圃場領域）を識別可能に表示することにより
、作業者の営農支援登録を促すことができる。
【０１０１】
　［第５実施形態］
　次に、本発明の第５実施形態に係る営農支援システムについて説明する。本実施形態に
係る営農支援システムは、第２実施形態乃至第４実施形態に示されたシステムと比べると
、圃場の上空から撮像された画像を、圃場領域を認識する処理に利用する点にて異なって
いる。その他の構成および動作は、第２実施形態から第４実施形態と同様であるため、同
じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
【０１０２】
　なお、上空から撮像された撮影画像には、衛星写真や、ヘリコプター、軽飛行機、ドロ
ーンなどによって撮影された画像または動画が含まれる。これらの撮影画像によれば、圃
場にて栽培されている作物の種類やその生育過程、生育状況、あるいは、収穫状況、など
を認識できる。本実施形態においては、その撮影画像と、圃場領域を生成した地図とをサ
イズを合わせることによって重畳された画像を作成し、圃場における作業者の通信端末に
、作成した当該画像を表示することにより、圃場の状態を明瞭にする。また、本実施形態
においては、撮像画像を撮像領域識別子に関連付けて蓄積する処理を複数回に亘って実行
し、複数回に亘る撮像画像に基づいて圃場領域を推定する。本実施形態においては、その
推定した圃場領域を参照し、地図に、圃場識別子が表す圃場領域を生成する。さらに、本
実施形態においては、推定した圃場領域を利用することによって、圃場領域を修正するこ
ともできる。
【０１０３】
　《営農支援システムの概要》
　図１７は、本実施形態に係る営農支援システム１７００の構成および動作の概要を示す
図である。なお、図１７において、図２、図１２または図１５と同様の構成要素には同じ
参照番号を付して、重複する説明を省略する。
【０１０４】
　図１７においては、図２に加えて、上空画像データベース１７８０が追加されている。
上空画像データベース１７８０には、衛星写真、ヘリコプターや軽飛行機、あるいは、ド
ローンなどによって撮影した圃場の上空画像が蓄積されている。
【０１０５】
　圃場管理装置１７２０は、上空画像データベース１７８０から取得した画像を、上記実
施形態で生成した圃場領域を地図に重畳した画像に、さらに、上空画像を、サイズなどを
調整して重ね合わせる。上空画像には、営農対象や生育状況、あるいは、収穫状況などの
情報が豊富に含まれており、重ね合わせ画像の圃場領域１７３１は、それぞれ異なる状況
を一目で確認できる。
【０１０６】
　また、図１７には明瞭に図示されていないが、上空写真を複数回に亘って蓄積し、それ
を解析することによって、圃場領域を推定可能であり、上記実施形態の位置情報に基づく
圃場領域と共に使用できる。例えば、互いの長所を活かした修正処理が可能であり、より
正確な圃場領域を生成できる。
【０１０７】
　（サイズ調整テーブル）
　図１８は、本実施形態に係るサイズ調整テーブル１８７０の構成を示す図である。サイ
ズ調整テーブル１８７０は、上空から撮像された撮影画像を、圃場領域が重畳された地図
にさらに重畳する場合に、サイズを調整する処理にて使用される。なお、図１８において
、図７Ｃと同様の構成要素には同じ参照番号を付して、説明を省略する。
【０１０８】
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　サイズ調整テーブル１８７０には、重畳された地図画像７７１および圃場領域画像７７
２にサイズ調整した、上空画像１８７３と、その重畳画像１８７４とが格納される。なお
、上空画像１８７３には、上空写真情報とサイズとが格納される。ここで、サイズには、
大小のみでなく、角度などを調整した値も含まれる。なお、上空写真情報がドローン等を
用いて撮像された低空写真である場合に、複数の写真の特に画像周辺がサイズ調整されて
合成されることで得られる。
【０１０９】
　（圃場修正テーブル）
　図１９は、本実施形態に係る圃場修正テーブル１９７０の構成を示す図である。圃場修
正テーブル１９７０は、上空写真情報により得られた色などの特徴により、圃場における
作業者からの位置情報により生成された圃場領域を修正する処理において使用される。
【０１１０】
　圃場修正テーブル１９７０には、上空写真から推定された圃場情報推定画像１９７３と
圃場情報が修正された重畳画像１９７４とが格納される。なお、圃場情報に関する修正は
、圃場情報推定画像１９７３を優先するのではなく、圃場における作業者からの位置情報
により生成された圃場領域画像７７２と、上空写真から推定された圃場情報推定画像１９
７３との両方を考慮して修正されるのが望ましい。
【０１１１】
　本実施形態によれば、圃場における作業者の通信端末において、圃場の上空から撮像さ
れた画像を位置情報に基づいて判定された圃場領域に重畳表示することにより、圃場領域
における営農情報をさらに豊富にすることができる。
【０１１２】
　［第６実施形態］
　次に、本発明の第６実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置を有する営農支援シ
ステムについて説明する。本実施形態に係る営農支援システムは、第２実施形態乃至第５
実施形態に示されたシステムと比べると、作業者の通信端末から受信した指示操作情報に
含まれている圃場領域の修正に関する情報に基づいて、地図に重畳表示された圃場領域を
修正できる点で異なる。その他の構成および動作は、第２実施形態から第５実施形態と同
様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略す
る。
【０１１３】
　《営農支援システムの概要》
　図２０は、本実施形態に係る営農支援システム２０００の構成および動作の概要を示す
図である。なお、図２０において、図２、図１２、図１５あるいは図１７と同様の構成要
素には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
【０１１４】
　図２０においては、上記の各実施形態において地図上に生成された圃場領域が重畳され
た画像に基づき、通信端末２３０から圃場領域が違っている場合には、当該圃場領域を修
正できる。図２０の左下図は、修正したい圃場領域と修正処理とが指示されていることを
表す。例えば、修正指示を受信した圃場管理装置２０２０は、中央下図のように、指示さ
れた圃場領域を拡大し、拡大した圃場領域２０３２を通信端末２３０に表示する。そして
、圃場の作業者は、表示画面において拡大された圃場領域の境界を移動することによって
、正確な圃場領域２０３３に修正することができる。そして、図２０における右下図に示
すように、修正入力２０３４によって、圃場管理装置２０２０における圃場領域データベ
ース４０７、あるいは、圃場登録データベース４１３に格納されている圃場領域情報を修
正することができる。
【０１１５】
　（圃場修正テーブル）
　図２１は、本実施形態に係る圃場修正テーブル２１７０の構成を示す図である。圃場修
正テーブル２１７０は、作業者が通信端末を用いて行った指示操作情報に含まれる圃場領
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域の修正に関する情報に基づいて、表示画面に対する操作により、圃場領域を修正する処
理にて使用される。なお、図２１において図７Ｃと同様の構成要素には同じ参照番号を付
して、説明を省略する。
【０１１６】
　圃場修正テーブル２１７０には、圃場領域画像（修正前）７７２から表示画面に対する
操作により修正を受けた、圃場領域画像（修正後）２１７２が格納される。そして、地図
画像７７１には、圃場領域画像（修正後）２１７２を重畳した重畳画像２１７３が格納さ
れる。
【０１１７】
　本実施形態によれば、圃場を所有している、あるいは、圃場で作業する作業者による圃
場領域の修正ができるので、より正確な圃場領域を生成することができる。
【０１１８】
　［第７実施形態］
　次に、本発明の第７実施形態に係る制御装置としての圃場管理装置を有する営農支援シ
ステムについて説明する。本実施形態に係る営農支援システムは、第２実施形態乃至第６
実施形態と比べると、第２実施形態において上述したような登録操作のみでなく、作業者
から収集された位置情報に基づいて生成され、かつ、重畳表示された圃場領域を主キーと
して営農支援情報が提供される点にて異なる。その他の構成および動作は、第２実施形態
と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省
略する。
【０１１９】
　例えば、圃場管理装置２２０は、通信端末から受信した指示操作情報に基づいて、圃場
領域における営農状態を表す提示画面に関する情報を、通信端末に提示する。また、圃場
管理装置２２０は、通信端末から受信した指示操作情報に基づいて、圃場領域に関する営
農履歴を提示する処理にて用いられる設定画面に関する情報、あるいは、圃場領域におけ
る営農作業を提示する処理にて用いられる提示画面に関する情報を、通信端末に提示する
。
【０１２０】
　《営農支援システムの概要》
　図２２は、本実施形態に係る営農支援システム２２００による営農支援の概要の一例を
示す図である。なお、図２２において、図２、図１２、図１５、図１７あるいは図２０と
同様の構成要素には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
【０１２１】
　図２２において、通信端末２３０は、圃場管理アプリケーションが起動された後に、第
２実施形態で説明した登録処理の他に、指示した圃場領域について、営農支援として営農
状態を表示したり、営農履歴を表示したり、営農作業を表示したりすることができる。な
お、営農支援にて提供される情報は、上記例に限定されるものではない。
【０１２２】
　営農状態が指示されれば、図２２における右上図に示されているように、通信端末２３
０は、圃場管理装置２２０が管理している対象圃場領域の営農情報２２３４を表示する。
営農情報２２３４には、日照量や肥料量、水分量などの検出データや、将来の天気予測や
収穫予測などの営農支援情報が含まれている。また、営農履歴が指示されれば、通信端末
２３０は、右中央図のように、作付けから収穫までの期間における営農履歴２２３５を表
示する。なお、作付けから収穫までの期間における営農履歴２２３５は、動画を高速で表
示することによって、営農履歴を実感することもできる。また、営農作業が指示されれば
、右下図のように、各作業が表示される。図２２の右下図においては、耕耘機による耕耘
作業が表示され、例えば、耕耘機の移動履歴２２３６や耕耘作業に関する動画２２３７が
表示され、営農作業の確認や改善、あるいは、新人の学習に使用することもできる。
【０１２３】
　本実施形態によれば、通信端末からの圃場領域をキーとする簡単な指示操作に基づいて
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、様々な営農支援情報を提供することができる。
【０１２４】
　［他の実施形態］
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な
変更をすることができる。また、それぞれの実施形態に含まれる別々の特徴を如何様に組
み合わせたシステムまたは装置も、本発明の範疇に含まれる。
【０１２５】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用されてもよいし、単体の装
置に適用されてもよい。さらに、本発明は、実施形態の機能を実現する制御プログラムが
、システムあるいは装置に直接あるいは遠隔から供給される場合にも適用可能である。し
たがって、本発明の機能をコンピュータで実現するために、コンピュータにインストール
されるプログラム、あるいはそのプログラムを格納した媒体、そのプログラムをダウンロ
ードさせるＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）サーバも、本発明の範疇に含まれる
。特に、少なくとも、上述した実施形態に含まれる処理ステップをコンピュータに実行さ
せるプログラムを格納した非一時的コンピュータ可読媒体（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒ
ｙ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｍｅｄｉｕｍ）は本発明の範疇に含まれる。
【０１２６】
　尚、上述した各実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうる。しか
し、上述した各実施形態により例示的に説明した本発明は、以下には限られない。
【０１２７】
　（付記１）
　圃場における作業者が携帯している位置情報取得手段が取得した位置情報を受信する受
信手段と、
　前記受信手段が受信した位置情報を蓄積する第１蓄積手段と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子が表す圃場領域を、前記圃場を含む地
図に生成する生成手段と、
　を備える制御装置。
【０１２８】
　（付記２）
　前記圃場にて使用される通信端末に、前記地図に生成された前記圃場領域を識別可能に
表示するよう制御する表示制御手段
　を備える付記１に記載の制御装置。
【０１２９】
　（付記３）
　前記圃場にて使用される通信端末からの指示操作情報に基づいて、前記圃場領域を登録
する設定画面に関する情報、あるいは、前記圃場領域の営農状態を提示する提示画面に関
する情報を、前記通信端末に送信する送信手段
　をさらに備える付記１または２に記載の制御装置。
【０１３０】
　（付記４）
　前記圃場にて使用される通信端末からの指示操作情報に基づいて、前記圃場領域での営
農履歴を提示する設定画面に関する情報、あるいは、前記圃場における営農作業を提示す
る提示画面に関する情報を前記通信端末に送信する送信手段
　をさらに備える付記１乃至３のいずれか１項に記載の制御装置。
【０１３１】
　（付記５）
　前記位置情報は、前記圃場領域を横断する前記位置情報に含まれる入場位置を表す情報
と、退場位置を表す情報とであり、
　前記生成手段は、前記入場位置と前記退場位置とに基づき、前記圃場領域を生成する、
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　付記１乃至４のいずれか１項に記載の制御装置。
【０１３２】
　（付記６）
　前記位置情報は、前記圃場を囲む灌水区画または畝を表す情報であり、
　前記生成手段は、前記位置情報に基づき前記圃場領域を生成する、
　付記１乃至４のいずれか１項に記載の制御装置。
【０１３３】
　（付記７）
　前記生成手段は、前記圃場領域を修正する指示操作情報を通信端末から受信した場合に
、前記指示操作情報に基づいて前記圃場領域を修正する、
　付記１乃至６に記載の制御装置。
【０１３４】
　（付記８）
　上空から前記圃場を含む領域が撮影された撮影画像を取得する取得手段
　をさらに備え、
　前記生成手段は、前記地図に、さらに、サイズを合わせた前記撮影画像を重畳する
　付記１乃至７のいずれか１項に記載の制御装置。
【０１３５】
　（付記９）
　複数回、前記取得した撮像画像を撮像領域識別子に関連付けて蓄積する処理を実行する
第２蓄積手段と、
　前記複数回に亘る撮像画像に基づいて、前記圃場領域を推定する推定手段と、
　をさらに備え、
　前記生成手段は、前記推定した圃場領域を参照して、前記圃場識別子が表す圃場領域を
、前記地図に生成する、
　付記８に記載の制御装置。
【０１３６】
　（付記１０）
　特定の前記圃場領域を選択して通信端末に表示するよう制御する表示制御手段
　を備える付記１乃至９のいずれか１項に記載の制御装置。
【０１３７】
　（付記１１）
　圃場における作業者が携帯している位置情報取得手段が取得した位置情報を受信し、受
信した前記位置情報を蓄積手段に蓄積し、前記蓄積手段に蓄積された前記位置情報に基づ
いて、圃場識別子に対応する圃場領域を、前記圃場を含む地図に生成する制御方法。
【０１３８】
　（付記１２）
　前記圃場における作業者が携帯する位置情報取得手段が取得した位置情報を受信する受
信機能と、
　前記受信機能により受信した位置情報を蓄積手段に蓄積する蓄積機能と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対応する圃場領域を地図上に生成す
る生成機能と、
　をコンピュータに実行させる制御プログラムが記録された記録媒体。
【０１３９】
　（付記１３）
　営農支援アプリケーションを起動する起動手段と、
　前記営農支援アプリケーションにより、圃場における作業者が携帯する位置情報取得手
段により取得され蓄積された位置情報に基づいて、地図上に生成された圃場領域を表示す
る表示手段と、
　を備え、



(21) JP 6973375 B2 2021.11.24

10

20

30

　前記表示手段は、前記圃場領域の指示により前記圃場領域における営農情報を表示する
、通信端末。
【０１４０】
　（付記１４）
　営農支援アプリケーションを起動し、前記営農支援アプリケーションにより、圃場にお
ける作業者が携帯している位置情報取得手段により取得され蓄積された位置情報に基づい
て、地図上に生成された圃場領域を表示手段に表示するよう制御し、前記表示手段が前記
圃場領域を表示している期間に前記圃場領域を指示された場合に、前記圃場領域における
営農情報を前記表示手段に表示するよう制御する制御方法。
【０１４１】
　（付記１５）
　営農支援アプリケーションを起動する起動機能と、
　前記営農支援アプリケーションにより、圃場における作業者が携帯する位置情報取得手
段により取得され蓄積された位置情報に基づいて、地図上に生成された圃場領域を表示手
段に表示する表示機能と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記表示機能において、前記表示手段は、前記圃場領域の指示により前記圃場領域にお
ける営農情報を表示する、通信端末の制御プログラムが記録された記録媒体。
【０１４２】
　（付記１６）
　圃場において作業者が携帯し、位置情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段が取得した位置情報を蓄積する蓄積手段と、
　蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対応する圃場領域を地図上に生成す
る生成手段と、
　前記地図上に生成された圃場領域を、通信端末において識別可能に表示する表示手段と
、
　を備える営農支援システム。
【０１４３】
　（付記１７）
　圃場において作業者が携帯している位置情報取得手段により、位置情報を取得し、取得
した位置情報を蓄積手段に蓄積し、蓄積された前記位置情報に基づいて、圃場識別子に対
応する圃場領域を地図上に生成し、前記地図上に生成された圃場領域を、通信端末におい
て識別可能に表示する
　営農支援方法。
【０１４４】
　この出願は、２０１６年３月２４日に出願された日本出願特願２０１６－０６０４５０
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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